


はじめに

全国的に人口減少、少子高齢化が進行する中、本市において

も、ほぼ全域にわたり人口密度が低下し、このままでは中心市

街地の空き家や空き地の増加による都市のスポンジ化、地域コ

ミュニティの機能低下、公共交通サービスの縮小やスーパー・

銀行などの撤退等による市民の生活利便性の低下が危惧されて

います。また、近年、全国で頻発し、本市でも甚大な被害を被

った自然災害へ対応するため、ソフトとハードを組み合わせた

一体的な防災・減災対策の推進が求められています。

このような社会情勢の変化に対応しつつ、将来にわたって安全・安心に暮らせるまち

づくりを推進するため、都市計画区域を対象とした「佐野市立地適正化計画」を策定し

ました。

本計画は、持続可能な都市の形成に向けて、中山間地域の暮らしに必要な生活環境の

維持も考慮しつつ、拠点等への居住や医療・福祉、商業等の多様な都市機能の適正な立

地を促進し、公共交通ネットワークとの連携を図ることにより、一定の区域内の人口密

度を維持しながら、高齢者や子育て世帯など幅広い世代の誰もが住み続けたいと思え

る、コンパクトなまちづくりを目指すものです。

今後、市民の皆様と、本市の目指す持続可能なまちづくりの理念や必要性を常に共有

し、ご理解とご協力をいただきながら、実効性のある誘導施策・事業を推進し、便利で

快適、安全・安心なまち、佐野に住んで良かったと実感できるまちづくりに積極的に取

り組んで参ります。

結びに、本計画の策定にあたり、ご尽力いただきました佐野市立地適正化計画策定懇

談会委員の皆様をはじめ、貴重なご意見をいただきました市民の皆様に心から感謝申し

上げます。

令和３年３月 佐野市長 岡部正英
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